
 

第３号様式（第７条関係） 

会  議  録 

審議会等の名称 令和７年度 第２回 富士市入札監視委員会 

庶務を担当する部課等 財政部 契約検査課 

会議の開催の日時 令和８年１月 28 日（水） 午前１０時００分～午前１１時３０分 

会議の開催の場所 消防防災庁舎３階 研修室（Ｗｅｂ会議） 

出席者 ・入札監視委員会委員 

 山本睦、⾧橋順、畔村勇次、山田建太、飯田浩惠 

・工事担当者、事務局 

議題 １ 発注工事入札契約手続の運用状況報告について 

２ 案件抽出審議について 

配付資料 令和７年度 第２回 富士市入札監視委員会 次第、審議書 

審議の状況 ・審議対象となる工事を抽出する指定委員は、事前に畔村委員に依頼済み 

・令和７年４月１日～令和７年９月 30 日までに市が発注した１４９件の

工事に係る入札契約手続きの運用状況報告 

・入札参加資格停止等の運用状況報告 

・抽出案件６件についての審議 

審議の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発注工事入札契約手続きの運用について指摘事項は無かった。 

・入札参加資格停止等の運用について指摘事項は無かった。 

・指定委員が抽出した下記案件について審議を行い、全て適正に処理され

ていることが確認された。（審議内容については別紙のとおり） 

＜抽出案件＞ 

No. 工 事 名 入札契約方式 

１ 

（合併入札）令和７年度 新富士駅南地区土地
区画整理事業 田子浦往還通り線（川成島地区）
街路築造ほか工事・新富士駅南地区土地区画整
理内田子浦往還通り線（川成島地区）配水管移設
工事 

一般競争入札 

（総合評価） 

２ 錦町一丁目４号線（柳田橋）配水管移設工事 随意契約 

３ 令和７年度 久沢鷹岡本町３１６号線管路新設
工事 一般競争入札 

４ 令和７年度 天間川成島３３４３－３号線ほか
管路新設工事 一般競争入札 

５ 令和７年度 左富士臨港線舗装改良工事 
一般競争入札 

（総合評価） 

６ 石坂西ノ原３号線排水管布設工事 指名競争入札 
 

備考 ・再苦情等が寄せられた場合は、臨時会議を開催する。 

 



 

（別紙）抽出案件の審議内容 

 

抽出事案１ （合併入札）令和７年度 新富士駅南地区土地区画整理事業 田子浦往還通り線（川成

島地区）街路築造ほか工事・新富士駅南地区土地区画整理内田子浦往還通り線（川成島

地区）配水管移設工事 

 質疑 応答 

質問１ 

落札業者以外の入札額が予

定価格超過であったが、原因

を把握しているか。 

街路築造や配水管移設工事は一般的な工事のため価格を予

測できるものと考えられるが、電線共同溝は施工手間等の単

価は県の積算基準であるため業者の積算金額が全体的に上が

ったものと考える。 

質問２ 
電線共同溝を設置する目的

はなにか。 

電線共同溝の設置は電線等の地中化を行う工事であり、主

に景観を良くすることを目的としている。また、道路や歩道

の通行の支障にならないメリットもある。 

質問３ 

電線共同溝は工事箇所によ

って見積りが変わってくるの

か。 

電線共同溝の資材は工事箇所によって規格が大きく変わる

ことはないため見積り金額に差は出ないかと思われるが、発

注頻度の少ない工種のため施工費の予測は難しいと考える。 

質問４ 

総合評価方式のフィードバ

ックはどのように行っている

か。 

案件ごとに総合評価のフィードバックは行っていないが、

請負検討委員会において、評価項目の内容の変更等、評価項

目全体について検討している。 

質問５ 
応札業者は総合評価の結果

を見ることができるか。 

評価項目の詳細な得点は結果表の中には出てこないが、入

札金額や評価点は見ることができる。 

質問６ 

応札業者の加算点の合計が

１１点から１３点ぐらいで推

移しているが市内業者の中で

は高い方か。 

加算点の合計は２３点であるが、本工事の入札参加業者は

土木の A 等級のため比較的高い点数であると考える。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 

抽出事案２ 錦町一丁目４号線（柳田橋）配水管移設工事 

 質疑 応答 

質問１ 

１度目の入札は予定価格

超過により不調であった

が、今回の予定価格は増額

している理由は何か。 

工事にかかる経費と材料の見直しにより増額している。ま

た、積算の考え方についても見直しを行った。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 

 



 

抽出事案３ 令和７年度 久沢鷹岡本町３１６号線管路新設工事 

 質問 回答 

質問１ 

１度目の入札は辞退によ

る不調であり、2 度目は 1 者

の応札しかなかったが、参

加者が少ない理由は何か。 

当該地域は岩盤が多く掘削が困難であるため他の土木工事

と比較して参加者が少ない要因である。加えて 1 度目の不調

は 3 月の入札であり工事発注が集中する時期であったため、

業者は施工しやすい工事を優先し本案件には参加しにくかっ

たと考える。 

質問２ 
B 等級の業者数は増減し

ているか。 
B 等級の業者数に大きな変動は見られない。 

質問３ 

同時期に多数の入札案件

が出ても、どこかの業者が

受注してくれる程度の業者

数は確保されているか。 

業者数としては十分に確保されている。 

質問４ 

今回の業者選定は A 等級

か B 等級のどちらかという

ことか。 

本案件については土木工事 A 等級または B 等級として選定

している。 

質問５ 

公告の告知を強化すれば

１回目で不調となることを

防げないか。 

業者は公告を頻繁に確認しているため、告知不足で知られ

ていない可能性は低い。むしろ業者は複数工事を比較して施

工しやすい工事を選ぶ傾向があり、下水道工事は相対的に人

気が低いため参加者が少なくなる。下水道工事への参加者確

保に向けては、設計変更や契約条件の見直し、着手日選択型

の導入などを行っている。 

質問６ 

1 度目と 2 度目で予定価格

が変わっているが、積算の

見直しを行ったのか。 

不調となった場合には工事発注課で要因を検討し、積算の

見直しを行う。また発注時期の差により材料単価等が変動す

るため、最新単価に更新することで金額が変動することがあ

る。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 

抽出事案４ 令和７年度 天間川成島３３４３－３号線ほか管路新設工事 

 質問 回答 

質問１ 
参加者が少ない理由は何

か。 

本件は下水道工事であり、近年下水道工事の参加が全般的

に低調である。１度目は 3 月に入札を実施し入札案件が多い

時期であったため他工事と比較され、第 2 回は 5 月で年度当

初の発注が多い時期であり参加者が少なかったと考える。 

質問２ 

1 度目と 2 度目の入札が不

調で３度目の予定価格が変

動した理由は何か。 

第 3 度目の回入札で予定価格が大きく変わったのは、不調

が続いて期間を要し工期の確保が難しくなったため工事延⾧

を短縮した。市の選定基準により対象等級が A・B 等級から



 

B・C 等級へ変更された結果、C 等級の業者が落札したもので

ある。 

質問３ 

工事延⾧を短縮して等級

が下がることに問題はない

か。 

金額で等級を区分するのは、上位等級に工事が集中するこ

とを避け中小事業者の受注機会を確保するためである。金額

を基準に等級を決定している。 

質問４ 

工事延⾧を短縮した場

合、工事を分割して実施す

るのか、それとも当該区間

の計画を変更したのか。 

下水道工事は整備計画に基づき年度ごとに配分している。

本年度は当該路線の延⾧が減るが、減少分は原則として翌年

度以降に繰り越すか、他の箇所を追加する等して全体の整備

延⾧が大きく変わらないよう調整している。従って本箇所の

み短縮するが、全体計画の中で調整して対応している。 

質問５ 

今回のように延⾧を短縮

しても目標は達成できる

か。 

富士市全体の計画で調整しているため、他地区の工事を前

倒しするなどして全体目標の達成を図ることが可能である。 

質問６ 
下水道が整備されない地

域は浄化槽で対応するのか 
浄化槽で対応する地区もある。 

質問７ 

浄化槽地区を下水道に切

り替えることはすでに決ま

っているのか。 

下水道整備区域と浄化槽区域は区分している。整備困難と

判断される区域については浄化槽区域へ変更する場合があ

る。 

質問８ 

富士市は下水道整備を市

内全域で 100%目指している

か。 

全域での下水道整備を目指しているわけではない。岩盤が

多く整備が困難な地域や人口密度が低い地域は浄化槽で対応

するなど、経費や使用料の観点から優先順位を定め整備を進

めている。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 

抽出事案５ 令和７年度 左富士臨港線舗装改良工事 

 質問 回答 

質問１ 

調査基準価格を下回る入

札について低入札価格調査

を実施するかどうかの基準

はあるか。 

調査基準価格を下回った場合には入札価格調査を行う旨を定

めている。今回も取扱要領に基づきヒアリング等を実施し、

審査委員会で審議した後契約を締結した。 

質問２ 

低入札価格調査の結果、

の不適格となる場合はある

か。 

その可能性はあるが、ここ数年そのような実績はない。た

だし、提出資料やヒアリングの内容により履行されないおそ

れがあると判断されれば失格とする可能性がある。 

質問３ 

6 者の価格が調査基準価格

と一致している理由は何

か。 

舗装工事は積算基準や労務単価等の情報が公開されており

積算しやすい工事であるため、最低制限価格寸前を狙って積

算し同額となることがある。年に数件、同額で並んだ場合に

くじ引きで決定する事例があることから今回もそのような事

情であると推測される。 



 

質問４ 
低入札価格審査委員会で

の判断基準は何か。 

低入札価格取扱要領により、契約しない場合の判断基準を

12 項目定めている。これらに加え、業者から現在受注中の工

事状況や銀行取引状況等の資料を提出させ、契約検査課と工

事担当課で事情聴取を行った上で審査委員会に諮る。 

質問５ 
審査委員会はどのような

構成か。 

指名第一委員会の委員と同様であり、副市⾧を筆頭として

工事担当部⾧や財政担当部⾧等が委員となっている。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 

抽出事案６ 石坂西ノ原３号線排水管布設工事 

 質問 回答 

質問１ 

入札の辞退はどの段階で

提出されるか。事前に辞退

届を出す場合と入札当日の

辞退の扱いはどうなるか。 

指名通知後に事前に辞退届を提出する場合と、入札時に辞

退の意思を示す場合がある。いずれも辞退として扱う。 

質問２ 

指名された業者が他工事

で手が回らず辞退すること

はあるのか。 

辞退することはある。特に小規模業者では技術者数が限ら

れており、既に他工事に従事している場合や下請けとして入

っている場合には着手可能な人員が不足し辞退することがあ

る。 

質問３ 

指名方式で辞退が生じる

ことはやむを得ないのか。

辞退（不調）を減らすため

の対策はあるか。 

対策としては技術者の兼任を一定範囲で認める（例：兼任

は 3 か所まで等）、2 回連続で不調（予定価格超過）となった

ときに予定価格の 5%以内であれば随意契約に移行する不落随

契の運用、指名業者数の見直し等を講じている。しかし業者

ごとの工事の得手不得手や稼働状況をすべて把握して指名す

ることは困難であり改善には限界がある。 

質問４ 
なぜこの工事を指名競争

入札方式で実施するのか。 

市の選定基準に基づくものであるが、建設業界から小規模

な工事については地元中小業者の受注機会を確保する要望が

あり、その趣旨を踏まえて金額規模の小さい工事は地元業者

を優先する指名競争入札方式を採用している。 

審議 
結果 ・適正に処理されていることを確認した。 

 


